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令和７年度 misho大ロット輸出体制構築推進事業企画提案公募実施要領 

 

 この要領は、令和７年度 misho大ロット輸出体制構築推進事業の実施にあたり、企

画提案公募（プロポーザル）を行い、総合的な審査により業務予定者を選定するため

に必要な事項を定めるものである。 

 

１ 委託業務の概要 

（１）委託業務の名称 

令和７年度 misho大ロット輸出体制構築推進事業委託業務 

（２）委託業務の目的 

misho（欧州向け河内晩柑）の更なる輸出拡大を図るためには、物流コストの

削減及び環境負荷の低減を目的とした海上輸送の安定的かつ継続的な実行が

求められることから、大ロット輸出に向けた効率的な出荷体制の構築を目指し

て、検疫手続から出荷、輸送に至る一連の作業のマニュアル化を進めるととも

に、腐敗リスクを抑えるための輸送体系の構築に向けた更なる検討を行う。 

また、グローバルギャップの認証取得の支援及び商標保護に関する管理マニ

ュアルの策定に加えて、令和６年５月 31日に設立した「misho輸出推進協議会

（以下、「協議会」という。）」の運営等を行う。 

（３）予算上限額 

6,000千円（消費税及び地方消費税込み） 

（４）委託業務の内容 

別紙「令和７年度 misho大ロット輸出体制構築推進事業委託業務仕様書（案）」

に基づいた企画を立案するもの。 

（５）委託期間 

契約日から令和８年２月 27日（金）まで 

 

２ プロポーザルへの参加資格 

  次に掲げる条件を全て満たす者にプロポーザルへの参加を認める。 

① 地方自治法施行令第 167 条の４（一般競争入札の参加者の資格）の規定に

該当しないこと。 

② 会社更生法に基づく更生手続き開始の申立て、民事再生法に基づく民事再

生手続き開始の申立て及び破産法に基づく破産手続き開始の申立てがなさ

れていないこと。 

③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する
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暴力団員及び暴力団の利益となる活動を行う者が事業者の経営等に関わっ

ていないこと。 

※共同事業体で参加しようとする場合は、代表者及び構成員は、それぞれ①

～③の資格要件を満たすこと。 

 

３ 実施要領の配布 

（１）配布期間 

令和７年７月１日（火）～令和７年７月 15日（火） 

（２）配布方法 

実施要領は、愛媛県ホームページ及びえひめ愛フード推進機構ホームページ

に掲載するほか、（３）配布場所において配布する。 

（３）配布場所 

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２ 

えひめ愛フード推進機構事務局 

（愛媛県農林水産部農政企画局食ブランドマーケティング課 内） 

※実施要領を受け取る場合の受付時間は、上記（１）の配布期間中、平日の

午前９時から午後５時（正午から午後１時までを除く）までとする。 

 

４ 参加申込み 

（１）提出書類 

①「企画提案公募（プロポーザル）参加表明書」【様式１】 

②「事業者概要及び業務実施に関する実績表」 【様式２】 

（２）提出期間 

令和７年７月１日（火）～令和７年７月 15日（火）午後５時（必着） 

（３）提出先の注意事項 

➢ 提出先は、〔別表〕担当窓口のとおり。 

➢ 郵送又は持参にて提出すること。 

➢ 資格要件を満たさない事業者に対しては、郵送にてその旨通知する。 

（４）海上輸送試験結果の提供 

    参加申込みのあった事業者には、当機構で行った海上輸送試験の結果を提供 

する。 
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５ 企画提案公募（プロポーザル）等に関する質問 

（１）受付期間  

令和７年７月１日（火）～令和７年７月８日（火）午後５時（必着） 

（２）提出方法 

電子メールにて提出すること。その際には「企画提案公募（プロポーザル）

等に関する質問票」【様式３】を使用すること。 

（３）注意事項  

件名は「令和７年度 misho大ロット輸出体制構築推進事業企画提案公募に関

する質問」とし、電子メール送信後、担当窓口へ電話により着信の確認を行う

こと。 

（４）送信先アドレス 

    〔別表〕担当窓口のとおり。 

（５）回答方法 

参加表明書に記載された連絡先に電子メールで通知する。 

（６）回答予定日 

令和７年７月 15日（火） 

（７）その他 

上記（１）の受付期間以外の質問は、原則回答しない。 

 

６ 企画提案書 

（１）企画提案書及び関係資料の提出 

    「令和７年度 misho大ロット輸出体制構築推進事業企画提案書作成要領」（資

料１）による書類を提出すること。 

（２）提出期限 

    令和７年８月１日（金） 午後５時まで（必着） 

（３）提出先 

    〔別表〕担当窓口のとおり。 

（４）提出方法 

    〔別表〕担当窓口への郵送又は持参に加えて、電子メールで提出すること。 
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（５）注意事項 

➢ １事業者（共同事業体）につき１提案とすること。 

➢ 独自の提案があれば、その内容を盛り込むこと。 

➢ 提案を取り下げる場合は、「取下げ願い書」【様式４】に署名捺印の上、担当

窓口に提出すること。 

➢ 企画提案書提出期限後から契約締結までの間に参加資格要件を満たさなく

なった場合にも、同様に「取下げ願い書」【様式４】を担当窓口に提出する

こと。 

➢ 提出された書類は、再提出の場合を除き、返却しない。 

➢ 提案書の再提出は、上記（２）の提出期限内に限り認める。ただし、提案書

の部分的な差し替えは認めない。 

➢ 郵送で提出する場合は、受付期間内に必着するものとし、発送後であっても

未着の場合は、期間内の提出がなかったものとみなす。 

 

７ 業務予定者の選定審査 

➢ 別に定める選定委員会において、「令和７年度 misho 大ロット輸出体制構築

推進事業企画提案公募(プロポーザル)審査基準」（資料２）に基づき、提出

された企画提案書による審査を行い、業務予定者を選定する。 

➢ 原則として、提出された企画書等により行う。ただし選定委員会が応募者へ

のヒアリングが必要と認めた場合には、ヒアリングを実施することとする。

なお、ヒアリングの日時・場所等については、別途応募者へ通知する。 

 

８ 審査結果 

   選定委員会における審査を経て、文書で参加事業者に通知する。ただし、順位

や採点結果を通知するものではない。 

   なお、通知日は令和７年８月中旬（予定）とする。 

 

９ 契約 

（１）契約の締結 

選定委員会の審査の結果、最も優れた提案として評価した業務予定者と提出

された提案書を基に協議を行い、協議が整った場合に、別に定める予定価格の

範囲内で、事業区分ごとに委託契約を締結する。この協議の際、提出された提

案書の内容等について一部変更する場合がある。 

また、業務予定者と協議が整わない場合にあっては、次点の提案として評価

した者と協議の上、契約を締結する場合がある。 
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（２）契約条項等 

別に定める契約書のほか、愛媛県会計規則（昭和 45 年愛媛県規則第 18 号）

の規定に準じることとする。 

 

10 公平なプロポーザルの確保 

（１）参加事業者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年

法律第 54号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

（２）参加事業者は、競争を制限する目的で他の参加事業者と参加意思及び提案内容

等について、相談を行ってはならず、独自に提案書等を作成しなければならな

い。 

（３）参加事業者は、業務予定者の選定前に、他の参加者に対して提案書等を意図的

に開示してはならない。 

（４）参加事業者が連合し、又は不穏な行動等をなす場合において、プロポーザルを

公正に執行することができないと認められるときは、当該参加事業者をプロポ

ーザルに参加させず、又はプロポーザルの執行を延期し、若しくは取りやめる

ことがある。 

 

11 業務実施上の条件 

（１）委託業務の実施にあたっては、目的を十分理解したうえで、えひめ愛フード推

進機構事務局と協議しながら業務を進めるものとする。 

（２）上記協議の結果や事業の調整の必要性等から、提案内容の一部について、中止

や変更、差し替えを求める場合がある。 

（３）委託期間において、適時必要に応じ、えひめ愛フード推進機構事務局と業務打

合せを行い、業務全体の進捗状況及び今後の実施予定等を確認するものとする。 

（４）常時、連絡調整ができる体制を整えておくこと 

 

12 その他 

（１）提案書作成及びこれに係る付帯作業の経費等は提案者の負担とする。 

（２）提案された提案書については、返却しない。 

（３）審査の採点結果及び選定理由は公表しない。 
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〔別表〕担当窓口 

 

〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２ 

えひめ愛フード推進機構事務局 

（愛媛県農林水産部農政企画局食ブランドマーケティング課 内） 

電話：089－912-2569 ／ 電子メール：brand@pref.ehime.lg.jp 


